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1. はじめに 

近時、少年法改正に関する社会の動きには、次の 2 つがあるように考えられる。犯罪白書1等の統計

から少年非行は、人口比以上に減少傾向にあるが内閣府調査（2015）2によると統計と体感や不安は

異なっているように思われる。これもセンセーショナル（興味関心を引く方法）な報道のあり方の影

響かと考えられる。また調査の時期前後に凶悪事件が発生し、連日のマスコミ報道が過熱化していた

ころである。 

第一に 2015 年 1 月、名古屋大学女子学生（18）3殺人事件（以下「名古屋女子大生事件」）、同 2 月、

川崎中学 1 年生（共犯事件・18 歳 1 名、17 歳 2 名）殺害事件（以下「川崎事件」）が発生したことを

受け、少年法 61 条（推知報道）を見直すことで犯罪予防につながるという声が上がった。 

名古屋女子大生事件を週刊朝日4が顔写真にモザイクを掛け、週刊新潮5は 2 枚の少女の写真や父親、

                                                  
1 法務総合研究所『平成 27 年度版 犯罪白書』（2015 年）104 頁以下参照、同『平成 28 年度版 犯

罪白書』（2016 年）98 頁以下参照 
2 内閣府『世論調査報告書（平成 27 年 9 月）』

（http://survey.gov-online.go.jp/h27/h27-shounenhikou/gairyaku.pdf） 
3 2017 年 1 月 16 日より第一審裁判員裁判が行われている。検察の最終論告では「自己中心的で身勝

手な動機で実行した。卑劣で強い非難に値する」公判では責任能力のほか、劇物投与事件での殺意の

有無などが大きな争点になった。弁護側は重篤な精神障害を理由に無罪を主張。これに対し、検察側

は障害の影響は限定的だったとしている。 
（2017.3.10/産経 WEST（http://www.sankei.com/west/news/170310/wst1703100045-n1.html） 
閲覧日：2017.4.27） 
4 『週刊朝日』（2015.2.13 号 24 頁以下、2015 年） 
5 『週刊新潮』（2015.2.12 号 130 頁以下、2015 年） 
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祖父の情報まで報じた。川崎事件は、週刊文春6がグラビアページで加害少年を「18 歳の殺人鬼」、本

文では加害少年を「鬼畜」と称し、目の部分を黒塗にした写真を掲載した。週刊新潮7は、加害少年 3

人の内、主犯格の顔写真を 2 枚掲載、他 2 名は目の部分にモザイクを入れた写真を報じた。また週刊

新潮8は「少年法」と「実名・写真」報道に関する考察と称した特集を組んだ。週刊誌という性格を考

えつつも、報道の在り方、被害者及び加害者並びに関係する者への人身的保障、人権を視野に入れな

ければならない。 

川崎事件9は、ネットへ過剰な書き込み、いわゆる「私刑」が連日繰り返し行われていた。これによ

り、関係のない者も巻き込まれ害を被るケースも発生している。田島泰彦は「ごく早い段階から少年

らの実名・顔写真がネットに出回っているにも関わらず、少年法によって活字メディアやテレビが報

じてはならないと禁じるのは、やはり違和感もあります。つまり今のような（情報がインターネット

で自由に伝わる）時代には、もはや実名か匿名かを法律で一律に規制すべきか、検討の余地がありま

す10」、藤井誠二は「61 条で規定されている『新聞紙その他の出版物』であり、ネット規制には一切

触れていません。時代に即した法改正が必要です11」と述べられている。現行少年法が制定された昭

和 23 年（1948）には、科学技術の発達に伴い、情報ネットワークの確立は予想されていなかったの

かもしれない。しかし、これを理由に推知原則を覆すだけの理由にはならない。実際に「私刑」相当

な行為が行われ、加害者やその周辺の者も害を被っている以上、法改正による対応を論じる前に道義

的な行動を図るべき教育という形で考える必要がある。 

第二に民法改正（案）により、成人年齢が 20 歳から 18 歳へ引下げ、国民投票法は 2018 年に「18

歳以上」に引き下げが予定されている。選挙年齢を規定する公職選挙法が改正されれば 2018 年を待

たずに引き下がると解される。来年度（2017 年度）の通常国会に提出し 2020 年頃（平成 32 年）に

は成人年齢 18 歳引き下げを予定12している。少年と成人の年齢を一律化する必要があるのだろうか。

少年年齢を引き下げる考え方は、選挙年齢などとの整合性を付けるものである。しかし、我が国の法

律等には成人年齢等が関わるものは約 300 あるといわれている。これら全て整合的にまとめる必要が

あるのだろうか。 

                                                  
6 『週刊文春』（2015.3.12 号 26 頁以下、2015 年） 
7 『週刊新潮』（2015.3.12 号 26 頁以下、2015 年） 
8 『週刊新潮』（2015.3.12 号 143 頁以下、2015 年） 
9  主犯格に平成 28 年 2 月 10 日横浜地裁は、懲役９年以上１３年以下の不定期刑の判決を言い渡し

た。〔平 27（わ）638 号、文献番号 2016WLJPCA02109003（Westlaw Japan 社）〕 
10 『週刊新潮』（2015.3.12 号 144 頁、2015 年） 
11 『週刊新潮』（2015.3.12 号 34 頁、2015 年） 
12 http://www.sankei.com/politics/news/160815/plt1608150017-n1.html（2016.8.15）産経ニュース

参照 
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年齢に関して、それぞれの制度の性格を鑑みなければならない。成人年齢は、取引上の責任の問題

（決定・取消・追認権）や健康に掛かる問題（飲酒・喫煙）等があるのに対して、選挙権は投票への

参加の有無、投票の結果に対してまで法的責任は要求されない。この点を鑑みるのであれば年齢制限

にかかる問題が異なっていることが、合理的であるがゆえ、整合性（国法上の統一）を持たすことが

急務とは云い難い。 

少年法改正について、諸澤英道は「先進国の中でも、少年法を 20 歳で区分している国は日本くら

い。国際的な基準から見ても年齢が高い。少年法で守られていることを認知して犯行に及んでいるケ

ースも多く、犯罪予防の観点から引下げは妥当13」、武るりこは「いくら改正を重ねてもまだ被害者よ

り加害少年を保護する向きが強いのが現実14」と述べられている。 

本稿では、少年法適用年齢引き下げが様々な場面でどのような影響を及ぼすのかについて言及をし

た上で年中少年、年長少年の非行態様の側面から検討を試みたく考えている。 

 

2. 少年法適用年齢 

（1）成人年齢引き下げのきっかけ 

 成人年齢の引き下げは 2000 年に民主党がネクストキャビネットで「18歳以上に大人としての権利

と責任を15」と提唱を行った。2007 年（平成 19 年）に成立した日本国憲法の改正手続きに関する法律

（平 19、法律 51 号）の附則第 3条では「満 18歳以上の満 20 歳未満の者が国政選挙に参加すること

ができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成人年齢を定める民法そ

の他の法令の規定についても検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」と規定され、こ

れを前提に法制審議会第 155 回会議において「民法に定める成人年齢引き下げに関する諮問第 84 号」

                                                  
13 『週刊新潮』（2015.3.12 号 34 頁、2015 年） 
14 『週刊新潮』（2015.3.12 号 34 頁、2015 年） 
15 『民主党ホームページ』（http://www.dpj.or.jp/news/?num=11318） 
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が発令された16。 

 

（2）先行研究 

 民法上の成人年齢引き下げを受けて以降の主たる少年法年齢適用に関する研究論文は、上野正雄「少

年法の適用年齢について」『法学論集』（2009）、横山実「非行少年の処遇理念の推移―少年法適用の

上限年齢との関係に見る保護主義理念の推移」『少年法の理念』（2010）、小関慶太「少年の非行動向・

状況と質からみた成人年齢引き下げについての一考察」『桐蔭論叢』（2010）、横山実「法学および行

動科学からの非行研究の比較--少年法適用の上限年齢の問題を題材として」『青少年問題』（2011）、武

内謙治「成人年齢引下げ問題のゆくえ」『刑政』（2015）、浜井浩一「法律家のための犯罪学入門(第 25

回)少年法成人年齢の引下げを巡る議論の問題点と課題」『季刊刑事弁護』（2015）、川村百合＝須藤明

＝武内謙治「座談会 少年法「適用年齢引下げ」を考える」『世界』（2015）、武内謙治「少年法適用年

齢の引下げ」『法律時報』（2015）、八田次郎「少年法 適用年齢の引下げについて」『ざ・ゆ～す』（2015）、

鮎川潤「『少年非行と非行少年処遇の過去・現在・未来』の展望」『犯罪社会学研究』（2015）、武内謙

治「少年司法改革と非行理解・少年司法の社会性」『犯罪社会学研究』（2015）、武内謙治「少年法適

用年齢は引き下げられるべきか」『自由と正義』（2015）、八田次郎「インタビュー 狭められていく少

年の"育ち直し" : 「少年法適用年齢引き下げ」というナンセンス」『世界』（2015）、後藤弘子「成人

年齢の引下げ」『法学教室』（2015）、佐々木光明「少年法『適用年齢引き下げ』問題と子ともの権利

保障」『子どもの権利研究』（2016）、武内謙治「少年法の観点から 18 歳をどうとらえるか」『教育と

医学』（2016）、武内謙治「刑事法からの検討-少年法の適用年齢引下げの議論と 18 歳選挙権との関係」

『法学セミナー』（2016）、津田雅也「わが国における少年の刑事処分の位置付けに関する議論-少年

年齢の引き下げの是非をめぐる議論を契機として」『罪と罰』（2016）などが挙げられる。 

  

（3）学界の動き 

 刑事法研究者より以下の声明として「ロー・ジャーナル 少年法適用対象年齢の引下げに反対する刑

事法研究者の声明」『法学セミナー』（2015）、「少年法適用対象年齢の引下げに反対する刑事法研究者

の声明」『季刊刑事弁護』（2015）が出された。 

 学術団体では、一般社団法人日本児童青年精神医学会17より反対の表明が挙がっている。その他、

日本弁護士連合会や単位弁護士会から反対の意見が挙げられている。 

 

（4）子どもの年齢区分 

 年齢区分に関して、呼称が少年、未成年者、児童と法令によって異なっている。図表 2-1 から 

図表 2-3 を比較すると図表 2-1 に示されている法令は、少年の保護はもちろんのことではあるが社会

全体の秩序維持を視野に入れた政策であるのに対して、図表 2-2 は児童福祉の観点から社会全体とい

うより個々の児童の特性を配慮した規定であると解される。図表 2-3 は、法的な問題ではなくビジネ

                                                  
16 小関慶太「少年の非行動向・状況と質からみた成人年齢引き下げについての一考察」『桐蔭論叢（第

23 号）』（桐蔭横浜大学、2010 年）145 頁以下、本庄武は 2015 年に公選法改正が契機に議論が高まっ

ていると分析している［本庄武「日本の少年司法-その現状と課題」山口直也編著『新時代の比較少年

法』（成文堂、2017 年）256 頁参照］ 
17 一般財団法人 日本児童青年精神医学会ホームページ（http://child-adolesc.jp/proposal/20160904/） 
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ス性、社会の秩序を保つための大人と小人の最低ラインを定めていると思われる18。 

 未成年者の年齢を引き下げるにあたって国法上の統一として法的整合性が問われている19。しかし、

表面的には 20 歳/19 歳/18 歳・・・と年齢区分があるものの、そこには合理性や蓋然性が担保される

がゆえのことと考える。よって整合性を必要とする以上より不整合である十分な理由があれば整合性

を問われるべきではないかと考える。自己決定に基づく責任年齢（大人年齢）とパターナリズムに基

づく保護年齢（非大人年齢）を立法において分けること20で説明は十分に可能かと思われる。 

 

 図表 2-1 の B は、民法上の年齢引き下げとなり本法が基本となり関連する法令 348 近くの年齢制限

に関わってくる。民法の成人年齢引き下げによってどのような不利益が生じるかというと、これまで 

高校卒業後、親元を離れて悪徳商法の害を被った際に行為責任能力の有無によって取消等が出来たも

のが改正に伴いできなくなる懼れがある。これに対して同 D は、身体的な側面に害を伴うことの許容

範囲を下げる解すれば、安易に法的整合性で解決できる問題ではない。また C に関しても、個々の少

年の特性を鑑みずにして年齢区分を下げて、新たな制度で対応すればよいという考え方は拙速である。 

                                                  
18 少年に対する扱いの史的な側面から見た年齢区分に関しては、〔小関慶太「『健全育成』について一

考察（2）-古法からの模索」『桐蔭論叢（第 21 号）』（桐蔭横浜大学、2009 年）137 頁以下〕を参考に 
19 法務省「若年者に対する刑事法制の在り方に関する勉強会 第１回ヒアリング及び意見交換（平成

27 年 11 月 2 日）議事録」http://www.moj.go.jp/content/001165704.pdf 
20 山口直也「終章」山口直也編著『子どもの法定年齢の比較法研究』（成文堂、2017 年）287-288 頁

参照 
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 図表 2-3 上段「青少年の雇用の促進等に関する法律」の適用年齢が 35 歳未満であることを受けて、

我が国の高等学校への進学率は 100％に近い。高校卒業後の大学進学率は、50％を切っている。数値

的に見るのであれば、活躍する年齢層は 20 代前半と思えるだろうが、同法の適用年齢からすると社

会人になり切れない、社会人になれないニートやフリーターが増えていること、すなわち、大人とし

ての義務を果たす能力が備わり切れていない。成人年齢を基準に見て、行為責任能力の高齢化と解さ

れる。 
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（5）健康への影響 

 明治期以降、20 歳を成人年齢としてきた。しかし、労働基準法は 18 歳から深夜労働を認める21他、

図表 1 に示したとおり 18 歳未満であっても科せられる権利や義務はいくつかある。すなわち、18 歳

と 19 歳の年齢層は大人と子どもの境界期と位置づけされている。とはいえ、高校進学率は 97％を超

えている22のに対して、大学進学率 49.9％（平成 25 年）23である24。よって、婚姻制度や労働、運転

免許に関わる制度は、生活上に必要な権利と解される。これらの法的整合性を双方的利益（労働の場

合は、雇用主と被雇用者間に生じる益）と年齢引き下げにより、刑罰による不利益の他、更生の機会

を喪失する不利益に発展する少年法や飲酒・喫煙を禁止する法令の引き下げには、精神的及び身体的

な影響力を及ぼすリスクがある。 

 

飲酒問題に関しては、1983 年から 2016 年までの間、大学生・専門学校生・高校生を含む認知件数

として 154 名25が急性アルコール中毒で亡くなった26。図表 3 に示したとおりアルコール中毒による

救急搬送は 20 歳代が他の年代に比べると非常に多い。その要因の１つとして学生であることが挙げ

られるかと思われる。大学生グループには、集団になることで自身の行動規範から外れていても周囲

同調する群集心理に支配されることで羽目を外しやすくなってしまう事が考えられる。 

20 歳未満に関しても数は少ないものの禁止法があるにも関わらず相当の数がある。この他、暗数は

低年齢に多いと解される。またお酒の影響は、単にアルコール摂取をして愉快になるほか、絶望感や

                                                  
21 井田正道「18 歳選挙権は妥当か」教育と医学の会編『教育と医学』（慶応義塾大学出版会、2016
年 8 月号 no.758）4 頁参照 
22 文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/main8_a2.htm）参照 
23 平成 12 年（2000 年）は、39.7％であり少子化の影響もあるものの進学率はやや上がっている。 
24 文部科学統計要覧（平成 25 年度版）

（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/002b/1337986.htm）参照 
25 東京消防庁データとアルコール薬物問題全国市民協会の情報のため、他道府県の件数を併せる他、

暗数を含めると相当数になるかと思われる。 
26 アルコール薬物問題全国市民協会（http://www.ask.or.jp/ikkialhara_victims.html） 
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攻撃性を引き出すことで違法行為（飲酒運転、器物損壊等）や自殺の要因にもなりうるリスクがある。

また健康面にも影響を及ぼしてくる27。 

 

（6）少年院（施設）の観点より 

 次に 2015 年 6 月より施行された新少年院法（以下「新法」とする。）では、矯正教育に対して旧少

年院法（以下「旧法」とする。）と本質部分の相違はないが新法では、「矯正教育の目的」「内容などに

ついての新たな規定」が設けられた。矯正教育は、旧法 4 条では「在院者の社会生活に適応させるこ

とを目的としていた」のに対して新法 23 条 1 項では「矯正教育の目的をより詳しく、在院者の犯罪

傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び

能力を習得させる」とした28。すなわち、再犯・再非行を防止することを積極的に実施する旨を明記

した。また少年施設の適正管理運営の担保するために視察委員会が設置された（新法 8 条、少年鑑別

所法 7 条）。 

 年齢引き下げに伴う少年院への影響は、新法 4 条 1 項 1 号から 4 号に規定する少年院の種類と収容

年齢にある。旧法から保護処分の執行を受ける者で「心身に著しい障害がない者」「心身に著しい障害

がない犯罪的傾向が進んだ者」は最大で 23 歳まで収容が可能であった。これらの者が少年保護手続

きから外れ刑事司法手続きに移行することで少年院法の目的及び少年院での処遇の機会をも喪失して

しまう事になりかねない。新法では旧法よりも法の目的を明確にし、再犯や再非行防止に力を入れて

きたことが台無しになりかねない危惧がある。 

少年院への収容に関しては、少年の自由を保護処分によって剥奪することが苦痛に値するという考

え方も聞くところがあるが、少年に対して自己の行った行為を自覚させて内省及び反省させるため、

悪いことをは「悪い」「やってはならない」「相手への苦痛」等を教えるためには、必要な手段である。 

刑事手続きにおける不起訴・起訴猶予で世に放つより、少年院で矯正教育を科すことが少年の将来の

ため、社会のためになるのではないだろうか。 

図表 4-1 は、年齢引き下げによる非行少年に対する流れの際にどのように影響を及ぼすかを示した。

18 歳以上を刑事司法手続きに乗せることで検察官送致が増大する。図表 4-2 は、少年院の入院状況を

年少少年、年中少年、年長少年の比率を示した。その内の年長少年は、全体の 42％を示している。図

表 4-3 は、保護観察開始人員の比較であり、ここでも少年院入所同様に対象となる年長少年は非常に

多い状況である。また少年院仮退院者（3,122 人）の保護観察開始人員の年長少年の比率は 39.8％で

あり非常に多い29。これらの少年が保護手続きから刑事手続きに移行される。また本図表から決して

少年非行が低年齢化しているとは云い難い。 

 

                                                  
27 松下幸生⁼樋口進「18 歳からの飲酒を認めるか」前掲『教育と医学』28-35 頁参照 
28 法務省矯正局編『新しい少年院法と少年鑑別所法』（2014 年）66-67 頁参照 
29 法務総合研究所『平成 27 年度版犯罪白書』（2015 年）136 頁参照 
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成人の手続きに年長少年を載せた場合は、図表 5-1 より起訴便宜主義によって起訴猶予（68.6％）

及び少年のような心身の鑑別・調査を行われず可塑性や未熟性に要因のある問題解決にならず、再犯

予防及び問題の早期発見・早期矯正に弊害をもたらすこととなる。 

 

3. 少年の発達成長（性徴） 

（1）少年非行の今と昔 

 少年非行の原因は、一昔前までは経済的貧困や社会への反発から行為に至っていたが、昨今は遊び

型、遊びの延長30や軽い気持ち、規範意識の低下や欠如、弁識能力が十分とは31言い難い中で行為（犯

行）に及んでいる。特に初発型非行である万引きにおいても食べるものに困って切羽詰まって非行に

手を染めていたものが、遊び仲間に誘われて経済的な理由ではなく、スリルや快感を得るためのゲー

ム感覚の非行に推移している。 

                                                  
30 LEX/DB【文献番号】28105434、平成 16 年（わ）第 2510 号、第 2632 号 
31 弁識能力・判断能力の欠如が招いた事案〔 LEX/DB【文献番号】28075141、平成 13 年（わ）第

307 号〕、年長少年でもあっても冷静な判断が出来なかった事例（警察官殺害）〔LEX/DB【文献番号】

28035688、平成 9 年（わ）第 347 号〕 
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（2）少年の成長発達期 

 スリルや快感を求める時期は、図表 6より大人への階段を上がっている青年期前期（＝思春期）で

ある第二次性徴が現れる小学生高学年から高校 3年生の年少少年から年中少年に掛けてである。思春

期は、身体的・生理的・精神的に大きな変化、揺れ動く時期32である。家族のコミュニティから仲間

のコミュニティ、地域の仲間から幅広い仲間との交流が始まると同時に自我の確立、自己を解き始め

る。そして自律心、独立心を求めることで反発・犯行そして刺激といったスリルや快感を求め、衝動

的な反社会的な行動や非社会的行動に進んでいく。この時期の非行は、犯罪行為のみが非行と捉える

のではなく、不良交友、不登校や引きこもり、犯罪としての非行、親子間での衝突などが考えられる。 

 Erikson の理論より発達段階の者に対して対話力33 、共同体組織 （いわゆる居場所）34、人間関係35 

と保護の必要性を考える上で母性的な世話によって培われる信頼感から基本的信頼、無援な状態での

絶望のサインを発している者を caress し cherish したい本能的衝動から「世話」が現れ、児童期と成

人期をつなぐ青年期に忠誠強さから信頼性を有し、これが欠如すると反抗的な方向に行くことになる 

36。また青年期に出現する独自の強さには、幼児的な信頼と成熟した信仰の双方と強い絆で結ばれて

おり、忠誠は「誰かに導いてもらいたい」欲求、親的人物から賢明な助言者や指導者に向けかえられ

                                                  
32 東京地方裁判所は「被告人（17）が精神的に未熟で且つ性格的に異常なところがあることに加えて

特殊な環境におかれたために、感動発作を起こした結果犯行に及んだ」ことは「その実行するに至っ

ては、その間に大きな飛躍があり、甚だ唐突にして常軌を逸するものと思われるが、これは思春期に

ある者の情緒の著しき不安定と精神の飛躍的な変動とを前提にして考えれば、理解し得ぬものではな

い」としているように思春期への配慮は必要である。〔昭和 39 年（合わ）347 号、家庭裁判所月報 18
巻 6 号 191 頁以下、下級裁刑集 7 巻 6 号 1232 頁以下〕 
33 ErikH.Erikson”The Life Cycle Completed Extende Version” with New Chapters on the Ninth 
Stage of Development by  Joan M.Erikson(W・W・NORTON&COMPANY,1978) pp.47-48 
34 ErikH.Erikson  pp.31,pp.47, pp.49 
35 ErikH.Erikson  pp.46 
36 ErikH.Erikson  pp.59-60 
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たものである37 と解されている。また Erikson の示した The Ninth Stage の 9 項目をから特に少年期

に係る発達段階 においては、制裁より見守・援助政策が必要に思われる。 

 

（3）成長の段階 

幼児が児童へ、青年へ、成人へ、発達する経緯として生理的・社会的そして Erikson による発達理

論を合わせてみる。 

第一に子どもの成長には、乳幼児に①満足（喜怒）②苦痛（哀恐）③興味（嫌悪・驚）から照れ・

共感・嫉妬を覚え、幼児期になるにつれ誇り・恥・罪悪感を持つようになる38。これは成長する中で

様々な環境・機会を得ることで物事を複雑に見ることができるようになるからだと思う。こうした感

情が成長することにより「キレ」「荒れ」より悪い方向へ導く結果になることもある39が成長の中でコ

ントロールできるようになる能力を身に付けることで非行に走らない子どもに成長する。 

第二に心と社会性を検討する。Erikson は、図表 6のように分析をしている。Positive は達成され

たら獲得でき Negative は達成出来なかった場合に生じる結果になる。児童期において、学校教育より

様々な知識や技能を身に付け、人間関係を通し対人技能や道徳性などを習得する。これらが達成でき

れば「勤勉性」が確保されるものの達成出来なかった場合は「劣等性」が形成される。すなわち、周

囲が出来ていることで劣等感を覚えてしまいこの劣等性を回復へ導かなければその後の自我同一性の

確立にも大きな影響を与えてしまう40。 

 子どもを取り巻く環境もここ数年で変わりつつある。高度成長期（1955-1973 年）には都市部の工

業化と人口流入より遊ぶ空間の激減や仲間集団の縮小化（異年齢グループから同年齢グループへ）、テ

レビ視聴による屋外遊戯の減少、屋内遊戯増加、そして 1980 年からテレビゲームの普及により遊びが

孤立・自閉化41することから学ぶ人間対人関係に影響をもたらしている。 

 子どもの体格は、戦後間もない頃の子どもに比べ社会が豊かになることで様々な物を安易に手に入

れること（栄養や性的刺激）が出来、成長に影響を及ぼしている。その結果、身長が高く、体重が重

く、初潮や精通といった成熟が早く迎えている。身長や体重に関して、考えられるのは自分の親より

も大きく重くなっている点である。しかし、肉体的な成長のみで精神面においては、人間対人関係が

希薄になることで得られるものに限りが出ることで従来に比べると精神的成長成熟相当年齢が低下し

てきていると考えられる。 

また非行少年（犯罪少年）の質的部分について河合幹雄は、凶悪よりひ弱で稚拙化し、非行の態様

面においても被害者から見ると凶悪ともとれるものの加害少年は未熟な犯罪態様である42と指摘して

いる。 

 

 

 

 

                                                  
37 ErikH.Erikson  pp.72, pp.73 
38 桜井茂男⁼濱口佳和⁼向井隆代『子どものこころ 児童心理学入門』（有斐閣アルマ、2009 年）11
頁参照 
39 広田照幸『日本人のしつけは衰退したか』（講談社現代新書、1999 年）179 頁参照 
40 前掲桜井他 15-16 頁参照 
41 重松一義『少年法の思想と発展』（信山社、2002 年）5 頁参照、前掲桜井他 36-37 頁参照 
42 河合幹雄「時流自論 犯罪の『稚拙化』に注目を」（朝日新聞社、2007 年 2 月 12 日）参照 
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4. 判決文から「動機」「態様」の分析 

（1）分析準備 

①分析対象 

分析は、平成期と昭和期に分けて各「動機」「態様」の面それぞれより分析し比較を行うものである。 

②分析資料媒体 

 各種法情報検索システムより検索した年中少年、年長少年の刑事裁判所で判決が言い渡されたもの

を対象とした。平成期は、30 事例（事例 1～30）で罪名などに関しては特にバイアスを掛けず判決が

不定期刑のものが中心となっている。昭和期は 9事例（事例 31～39）であり、罪名に関しては平成期

同様である。 

③分析手法 

 判決文の『理由―量刑の理由』よりテキスト・キーワードを抽出43した。キーワードは、図表 7-1

～4に記載した通りである。 

（2）分析 

①動機-平成期 

 平成期は、子どもたちの多様化による非行が際立っている。またこの多様性が故に判断弁識能力の

低下につながることで非行でしか解決できなくなっている点や規範意識の欠如・低下の問題もあるよ

うに思われる。非行の動機の「自己中心的」が 70％、「身勝手」が約 50％である。

 

②態様-平成期 

 平成期の非行態様は、態様においては、「執拗的な犯行」が約 50％、「計画的な犯行」「悪質な犯行」

が約 40％を占めている。「卑劣な犯行」「残虐な犯行」「危険な犯行」が約 20％前後を占めている他、

「凶悪」「残忍」「非道」といったキーワードが含まれていた。 

                                                  
43 昭和期に関しては、入手可能な判決文に「量刑の理由」の掲載のないものもあったため全体的に見

て分析をしている。 
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③動機-昭和期 

 昭和期の動機は、サンプル件数が少ないので十分に分析とは云い難いものの「自己中心的」が約 66％、

「短絡的」が約 44％であった。 

④態様-昭和期 

 昭和期の態様は、動機同様にサンプル数の問題はあるものの「残虐な犯行」が約 66％、「計画的な

犯行」が約 44％、「執拗な犯行」が約 22％であった。
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（3）比較 

 動機の面から比較するとともに共通していることは「自己中心的な動機」の比率が高い。大きな違

いは、平成期は「身勝手な動機」が昭和期に比べると非常に高い。その背景には、一般的に言われる

非行の動機が「貧困」「経済的な理由」から「遊び型」「スリル求心」へ変化している点からも説明が

できる。（図表 7-5、7-7） 

 態様の面からは、昭和期は「計画的」「残忍」が高い数値であったが平成期は、「悪質」「執拗」が多

くを占め、計画性的な態様はそこまで多くなかった。またテキスト・キーワードにおいても、昭和期

は項目が平成期の半数程度であり、ここから少年非行の態様の複雑化と解される。（図表 7-6、7-8） 

 

5.一考察 

 少年法は 2000 年改正以降、ことあることに改正を繰り返すことで少年保護優先主義から折衷説、

そして刑事司法化が進んでいる。少年法は、愛の法と解されていたが現行法は理念（骨格）を変えて

いないが全体像（肉付き）から考えると変容しつつある。 

 本改正は、年長少年を少年保護手続きから成人同様の刑事手続きに移行することで保護を必要とす

る者へ早期治療・早期保護が達成できず、すなわち保護主義による問題解決が施されることなく、社

会に戻されることで再犯可能性を高めてしまうリスクを懸念する。 

例えば、特殊詐欺の出し子、受け子で依頼された仕事が詐欺であると認識しつつも罪を犯すことが

ある。裁判では「悪質重大性、少年の果たした役割、保護処分歴、規範意識の欠如及び犯行後の姿勢、

資質上の問題、家庭の監督力の弱さに鑑みれば、少年の再非行を防止し、健全な社会生活を営むこと

ができるようにするためには、少年を施設に収容し、規律正しい生活を送る中で規範意識を涵養する

とともに、専門家による矯正教育を行ってその特性に応じた性格等の問題の改善、克服を図ることが

是非とも必要であるから、少年を中等少年院に送致すること44」としている。また逮捕時に警察官を

殺害した事案では「自己の行為の予測やその社会的意味の認識が十分にできずに、店舗荒らしに柳刃

包丁を携帯し、臨場した警察官を殺害しているのであり、その行動の背景には、父親の権威的で支配

的な禁止や規制の強い家庭教育に問題があり、被告人も、不本意ながら他人に迎合して自己の殻を閉

じこもりがちであったことから、年齢相応の社会性や現実的な対人関係を身につけないまま成長して

きた問題点が指摘できるのであり、本件各犯行は少年非行の特性を強く具有している45」としている。

2つの事例のように年長少年であっても成育環境などより弁識能力や価値判断、行為への認識などが

一律に評価することが出来ない。よって、起訴便宜主義に基づく起訴猶予や不起訴と判断を下すより

も、家庭裁判所の職権主義の下で真摯に向き合って問題解決へ導くことが必要不可欠である。 

 2016 年 12 月 20 日に法務省「若年者に対する刑事法制のあり方に関する勉強会46」取りまとめ報告

書が発表された。本書は「少年法の適用年齢引き下げ」と「若年者の刑事処遇や教育刑の抜本的な強

                                                  
44 WestLaw.Japan【文献番号】2015WLJP04027001、平成 27 年（少）第 408 号 
45 LEX/DB【文献番号】28035688、平成 9年（わ）第 347 号 
46「成年年齢に関する特命委員会（自由民主党）」の答申を受け、法務省は 2015 年 11 月に「若年者

に対する刑事法制の在り方に関する勉強会」を設置した。本勉強会は、少年法適用年齢を 18 歳未満

に引き下げることを前提として、18 歳以上の若年者に対する刑事法制の在り方を 2015 年 11 月 2 日

から 2016 年 7 月 29 日までの間、有識者から 10 回のヒアリングを行い検討した。それを踏まえて、

2016 年 12 月 20 日に取りまとめ報告書が公表された。 
〔法務省（http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi06100055.html）、「若年者に対する刑事法制 の在り

方に関する勉強会」 取りまとめ報告書（全体版）（http://www.moj.go.jp/content/001210649.pdf）〕 
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化」についてまとめている。なお後者は、2017 年 1 月報道にある「刑罰の一元化47」にも関係してい

る。刑の一元化は、従来の懲役刑（刑務作業が義務）と禁錮刑（刑務作業が義務ではないが希望すれ

ば可）を 1本化することで特性に即した処遇48が見込まれる。懲役刑と少年院送致への垣根をこれま

で以上に低くし、少年刑務所と少年院の布石をなくすことが想定されるがそれぞれの性質をどの程度

まで一緒にすることが可能かは何とも云い難い。また年長少年を少年法の範囲から外すことで懸念さ

れている点を払拭することができるのかもしれない。すなわち、手続きは成人同様にしつつも刑罰の

単一化で 26歳まで49を従来同様の処遇を施すことが可能となるのではないかと考える。ただ、後者を

行うためには前者の改革も必要としている。しかし、少年法の第一理念は「健全育成」、健全な社会人

へ育成することである。そのためには、刑罰ではなく矯正教育が必要となる。また当事者主義の刑事

手続きより科学主義に基づいた職権主義の中で個々の少年に寄り添った懇切丁寧な審判が求められる。

少年の内在的（精神面・成長面）配慮を法には担保されなければならない。第 4次改正の際に不定期

刑の範囲を引き上げる際に付添人制度の拡張をセットにしたように、人質を取ることで改正するとい

うことにはやや問題があるように感じられる。 

 成人年齢を引き下げることは、これまで見てきたように少年に「不利益」が生じてくる。また昨今

の成人者の行動を鑑みるのであれば肉体的な側面では大人になっているのかもしれないが、精神面で

は十分に大人になり切れいていない点より、行為に対して「不利益」が生じてくる刑事司法・少年保

護に関しては、引下げより引き上げが必要である。図表 2-3 に示した青少年の雇用促進に関する法令

では、対象を 35歳未満としているように、大人になり切れていない者が増えている点も考慮が必要で

ある。 

 以上の点より、子どもたちの未来に対して「不利益」が生じる法改正は拙速に行うべきではなく、

慎重に慎重を重ねてしっかり議論をし、納得の行く形が求められるべきである。また少年法適用範囲

が 2歳下回ることが将来的な点からみると、全体的に年齢の引き下げのきっかけにもなりかねず、年

中少年や年少少年に対しても「不利益」のリスクを捨てきれない。法を改正するのではなく、少年非

行の原因や社会病理を分析し、社会が非行防止に努めることが先決であるように思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
47 橋本祐子「刑罰制度の廃止 と損害賠償一元化論」『法社会学（第 65 号）』（有斐閣、2006 年）82
頁以下参照、日本弁護士連合会「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」

（http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2016/2016_3.html）2016 年

参照 
48 刑務作業、学習指導、処遇プログラム 
49 第三種少年院（旧少年院法では「医療少年院」）の収容可能年齢 
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